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２０１４年９月定例会代表質問 

９月１８日 日本共産党・神山悦子県議 

日本共産党の神山悦子です。日本共産党県議団を代表し質問します。 

2011 年３月 11 日の原発事故から３年半たちましたが、未だに故郷に戻れない避難

者は、12 万 7,138 人、そのうち県内には７万 9,939 人、県外には４万 7,149 人、避難

している子どもたちは県内外に２万 6,067 人（本年４月１日現在）です。また、この

3年半で災害関連死は 1,753 人、震災関連の自殺者は今年 7月末で 56 人と、被災 3県

の中で最も多くなっています。 

今月３日、第 2次安倍改造内閣が発足しました。安倍政権は、集団的自衛権の行使、

原発の再稼働、ＴＰＰへの参加、消費税の大増税、沖縄の新基地建設などに国民の５

割、６割が反対しているというのに、国民の批判に耳を傾けるという姿勢が全くあり

ません。平和・民主主義、暮らしを壊す戦後最悪の内閣ではないでしょうか。 

私たちは、原発再稼働をすすめる安倍政権に対し、次の４点が党派や思想・信条、

立場の違いを超えて一致できる「オール福島」の願いだと考えます。①福島原発全 10

基廃炉の決断と一刻も早い事故収束・汚染水対策、②徹底した除染と完全賠償、③長期に

わたる子どもと県民の健康支援、医療体制の確立、④事故前の暮らしと生業の再生を土台

に、県民 1人ひとりに寄り添った復興です。

一方、これら「オール福島」の願いを阻んでいるのが国と東京電力です。未だに原

発事故の加害責任をとろうとせず、福島の原発事故をまったく教訓にしないで、今年

４月 11 日に原発を重要なベースロード電源と位置づけた「国のエネルギー基本計画」

を閣議決定し、財界とともに、原発の再稼働と海外への売り込みをすすめています。 

知事は、今期限りで引退すると表明されましたが、「オール福島」の県民の願いを実

現するには、原発を推進する安倍政権と真正面から対峙せざるを得ません。今後の県

政においても引き続き国の責任ある対応を強く求めていくべきと思いますが、知事の

見解をお尋ねします。 

次に、原発事故対応についてうかがいます。 

昨年８月の３号機のガレキ撤去作業で放射性物質が飛散し、南相馬市のコメから基

準値を超える放射能が検出されましたが、今後、１号機建屋カバーの解体作業が予定

されています。 

東電に対し、作業日時の情報公開や、作業員の被ばく対策、周辺の子どもや住民へ

被害対策などの飛散防止策を徹底するよう求めるべきです。県の考えをうかがいます。 

次は、汚染水対策についてです。小渕経産大臣が、就任直後に福島第一原発を視察

し、「全体としてコントロールされている」と述べたようですが、現状はそんな状況で

はありません。 

今年５月 21 日から地下水バイパスによる地下水放出が開始され、12 番目の井戸か

らは 1,500㏃／ℓを超える高いトリチウムが検出されましたが、東電は「薄めて海に放

出する」方針を変えず、国も追認しています。さらに、サブドレンから汲み上げた地
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下水を処理後に海へ放出するとしていますが、漁業関係者からは反対の声があがって

います。県は、「放射能で海を汚さない」との立場を堅持すべきです。 

 また、320億円もの多額の費用をかけて行う前例のない凍土遮水壁工事も疑問です。

海側の海水配管トレンチからの高濃度汚染水を抜き取る凍結止水工事も難航していま

す。場当たり的な対応でなく、地下水脈の全体像をつかまなければ、抜本対策がとれ

ないことは明らかです。 

県自らが第一原発敷地内及びその周辺地域の地下水脈など、地下構造を把握すると

ともに、国に対し、地下構造を十分に分析し、汚染水対策を確実に進めるよう求める

べきです。県の考えをうかがいます。 

去る７月、私は県議会の欧州視察に参加してきました。スイスでは、高レベル放射

性廃棄物の最終処分場の研究をしているＮＡＧＲＡ（ナグラ）の二つの研究施設を視

察しました。スイス政府は、最終処分場についての結論をまだ出していません。しか

も、フクシマの原発事故を受けて、むしろ国民からはより詳細な研究を求められてい

ると述べています。さらに、スイスもドイツも福島原発事故を受けて、国として原発

廃炉を決断したのです。ひるがえって、原発にしがみつく日本の安倍政権は、これら

の国々と比べても全く異常です。 

福島の事故を教訓にしていない、原発をベースロード電源と位置付けた国の「エネ

ルギー基本計画」を撤回するよう国に求めるべきです。県の考えをうかがいます。 

また、避難地域の今後の将来像を描くうえで、第二原発の再稼働はありえません。

第二原発廃炉の決断を、第２次安倍改造内閣に対し改めて求めるべきです。県の考え

をお尋ねします。 

次に、原発労働者についてです。第一原発で働く１日あたりの労働者が、昨年の３

千人台から今年９月で２倍の６千人を超すとされています。 

今月３日、高い線量の中、危険作業にあたっている現役を含む下請けの原発労働者

が、危険手当や残業代が支払われていないとして、東電と東電の下請け 17 社に対し、

福島地裁いわき支部に提訴しました。現役作業員が、処遇改善を求め裁判に訴えるの

は初めてです。 

こうしたピンハネや偽装請負が横行する背景には、原発労働者の多重下請構造があ

ります。東電は度重なる指摘を受けて、労務単価に上乗せ増額すると国会でも答弁し

ていますが、実際には末端の労働者にまで支給されていなかったことになります。 

労務単価割増分、つまり危険手当が、全ての労働者に確実に支給されるよう、国に

強く求めるべきですが、県の考えをうかがいます。 

そもそも、廃炉・汚染水対策は、政府が第一義的に最優先で取り組まなければなら

ない国家プロジェクトのはずです。廃炉・汚染水対策にあたる原発労働者の労働条件

については、国家公務員に準じたものとさせるよう国に強く求めるべきです。県の考

えをお示し下さい。 

次に、原子力災害時の広域避難計画についてうかがいます。 
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今年４月、県は 13 市町村、現況人口約 47 万４千人についての「暫定重点区域にお

ける福島県原子力災害広域避難計画」を策定しましたが、安定ヨウ素剤の配布方法と

その備蓄場所、災害弱者対策など、３・１１の教訓を具体的にどう生かすのかが問わ

れています。しかも、わが県は、他県とは違い事故を起した原発からの避難となりま

す。本県の広域避難計画については、国が責任をもって調整を行うよう強く求めてい

くべきだと思いますが、県の考えをうかがいます。 

安倍政権による「福島切り捨て」の姿勢は、環境省の除染方法に関する中間報告に

もあらわれています。 

しかも、山林の除染、木戸ダムの湖底やため池の除染、学校や保育所の再除染要望

についても、未だに国は明確な方針を示していません。また、国直轄除染の現場では

除染の期日を迫られて、手抜きやズサンな作業が問題になっています。 

県は、市町村や国直轄除染、再除染がすすまない現状に対し、除染の確実な推進を

国に求めるべきと思いますが、考えをうかがいます。 

次は、中間貯蔵施設についてです。今月はじめ、知事は、大熊・双葉両町と共に、

施設建設の受け入れを国に正式に表明しました。しかし、課題は山積です。3010 億円

という数字が示されただけで、避難地域の将来像をどうするのか。30 年以内の県外搬

出については法制化するとしながら、最終処分場についての国の方針も示されていま

せん。地権者との協議もこれからです。国が責任を持って、避難地域の将来像の策定

に取り組むべきですが、県の考えをうかがいます。 

また、中間貯蔵施設に係る地権者が、国との個別交渉で不利にならないよう県の支

援が必要と思いますが、どうお考えですか。 

さらに、県が双葉・大熊両町に交付するとしている 150 億円については、直接住民

に対する支援とし、今後の生活再建につながるものとすべきですが、県の考えをお示

し下さい。 

次は、原子力損害賠償についてです。 

 国・東電の原発事故で避難していた川俣町山木屋の 50 代の女性が、一時帰宅した

2011 年７月１日、自宅前で焼身自殺し、家族が東電に対する損害賠償を求めた裁判の

判決が、去る８月 26 日福島地裁で下されました。今回の判決は、「原発の事故による

避難は予測可能だった」「事故と自殺とは相当な因果関係がある」として東電の責任を

認めた初の判決です。関西電力大飯原発の運転差し止めを命じた今年５月の福井地裁

の判決に続く画期的な判決です。今回、東電は判決を受け入れ遺族に謝罪しましたが、

当然のことです。「原発事故さえなければ」と、自ら命を絶たねばならなかった思いを、

東電は重く受け止めるべきです。 

一方で、東電は、原子力損害賠償紛争解決センター・ＡＤＲの和解案に対する姿勢

にみられるような不誠実な態度をとり続けています。 

 全町民避難を余儀なくされた浪江町は、昨年５月 29 日、町民約１万５千人分の精神

的損害賠償の増額を求め、ＡＤＲに集団申し立てをしました。 

浪江町の支援弁護団は、現地視察や避難者からの聞き取りを行なったうえで、生活
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費の追加賠償を含む１人月額 10 万円は不十分として、プラス 25 万円の賠償の支払い

の申し立てをＡＤＲに起しました。これに対し、ＡＤＲは増額分は 5 万円とする和解

案を町に提示し、町も今年５月に受諾しています。 

ところが、東電は一部を除いてＡＤＲの和解案を拒否し、その拒否理由を自社のホ

ームページ上で公開（６月）したのです。なお、東電は居住制限区域の飯舘村蕨平の

住民 33 世帯 111 人の集団申し立ての和解案も拒否しています。 

しかし、ＡＤＲは「集団申し立てについては、合理性がある」（和解案提示理由補充

書）と指摘しています。 

ＡＤＲによる和解仲介案を尊重するよう、東京電力に強く要求するとともに、国に

も指導を求めるべきです。県の考えをお示し下さい。 

また、浪江町をはじめ県内のＡＤＲへの集団申し立てを支援すべきと思いますが、

県の考えをうかがいます。 

浪江町の弁護団は、「国の『中間指針』は、原子力損害賠償紛争審査会が設置されて

から中間指針第三次追補策定までは、まったく福島県の 12市町村を視察することなく、

被害地住民からの聞き取りもないまま、机上の議論で指針を作成したものである。ま

た、自動車損害賠償責任保険における慰謝料を参考にした月額 10万円は不充分であり、

指針に問題がある」と指摘しています。 

避難指示区域内における精神的賠償への賠償の指針を見直すよう、国に求めるべき

です。県の考えをうかがいます。 

あわせて、解除１年で打ち切りという中間指針第四次追補の見直しも必要です。今

年４月、20km 圏内で初めて解除した田村市都路地区の帰村率は、33 パーセント台にす

ぎず、多くの子どもと若い世代は戻っていません。

川内村は、20km 圏内を今年 10 月に解除するとしていますが、すでに賠償が打ち切

られた 30kｍ圏内の避難者は、生活が困窮してきて、年金や貯金の取り崩しなどで対

応しているのが現状です。「相当期間」を１年と決めたこと自体に無理があるのです。

何らかの支援策を早急に講ずるべきです。 

被害者の生活再建のため、国に対し、賠償が継続される「相当期間」を１年間とす

る指針の考え方を一律に適用しないことはもとより、生活支援策を早急に実施するよ

う求めるべきです。県の考えをお尋ねします。 

続いて、被災者支援についてうかがいます。 

本県の復興は、ハード面の整備にとどまらず「人間の復興」、つまり 1人ひとりに寄

り添った復興支援がどの分野にも求められています。 

今月 10 日にも、楢葉町からいわき市に避難し、仮設住宅に入居していた 87 歳の女

性が自殺し、また本日の報道では相馬市の市営住宅に入居していた男性が孤独死して

いたことが明らかになりました。これ以上、自殺者や孤独死を生まないためにも、復

興を支える人的増員と体制強化は欠かせません。 

県及び市町村への応援職員については、継続的な派遣を国に求めるべきですが県は

どう考えますか。また、県自身も医療・福祉、土木等の技術職員の増員を図るべきと

思いますが、県の考えをうかがいます。 
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被災者の心のケアには、臨床心理士や保健師等の専門職による個別訪問が重要です。

ふくしま心のケアセンターについて、体制を強化すべきと思いますが、県の考えをお

尋ねします。 

一方、仮設住宅の入居者の見守りを担う市町村の生活支援相談員の雇用については、

半年や１年での緊急雇用でなく正規雇用とすべきです。県の考えを求めます。 

次に、被災者の「住まい」の確保についてです。 

双葉地方をはじめ避難地域の住民は、市町村の将来が見通せない状況にあり、自分

の今後の生活基盤をどこにおいたらよいのか決められず、また、避難生活が長期にな

れば家族の状況も当然変化します。帰還するかしないかという二者択一でなく、その

中間的な暮らし方も認めるなど、多様な選択を支援すべきです。 

借り上げ住宅の住み替えの要望について、柔軟に対応できるよう国に求めるべきで

すが、県の考えをうかがいます。 

県の復興公営住宅は、計画戸数のわずか 10 パーセント程度であり、個人の住宅建設

も遅れています。その主な要因は、資材高騰や人員不足です。復興公営住宅の建設に

おける資材高騰や人員不足の対策について、被災地枠を設けるなどの対策を国に要望

すべきですが、県の考えをうかがいます。 

また、住宅を自力で再建することを可能にするため、被災者生活再建支援金を 500

万円以上に増額するよう国に求めるべきと思いますが、県の考えをお尋ねします。 

 ３年半がたち、県外・県内の自主避難者は、これまでの経済的負担に加え、さまざ

まな精神的ストレスや不安を抱え、情報も不足しています。 

自主避難者に対する支援を継続すべきと思いますが、県の考えをうかがいます。 

次は、医療・福祉・教育の充実についてです。 

安倍政権は、消費税増税と一体に社会保障の切り捨てを一気にすすめようとしてい

ますが、被災県民には不安と負担が増すばかりです。そもそも本県は、震災前は医療・

福祉は全国最下位レベルでした。あらためて「人間の復興」を実行するため、以下の

具体化を求めるものです。 

 安倍政権は、昨年「子ども・子育て支援法」を成立させ、来年４月からの「新制度」

実施をめざしています。 

 新制度では、現行の保育所と幼稚園、認定こども園は残るものの、20人以下の小規

模の「地域型保育事業」は、一部を除き保育士の資格が不要で研修だけでよいとして

おり、給食も３歳未満児を対象としているのに外部搬入を認める、低い面積基準も「参

酌基準」にしています。駅ビルのワンフロアを使うなどの企業参入をしやすくするの

がねらいです。県は、これまで自治体が独自につくってきた制度や水準が後退しない

ようにすべきです。 

認可外保育施設が認可保育所への移行を希望する場合、県はどのように支援するの

かうかがいます。 

また、保育施設の種類にかかわらず、正規の保育士配置を求めるよう認可基準を定

めるべきですが、県の考えをうかがいます。 
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保育所の企業参入については、保育の質の低下を招かないよう指導すべきです。県

の考えをうかがいます。 

 また、この新制度に基づき、学童保育所も基準が定められます。「おおむね 40 人以

下」、「１人 1.6 平方メートル」「６年生までの保育」など、放課後児童クラブ・いわゆ

る学童保育の質が担保できるよう、小規模施設への支援継続、常勤の指導員確保と処

遇改善、研修の実施についてどのように取り組んでいくのか、県の考えをお尋ねしま

す。 

ところで、日本の子どもの貧困問題は、以前から指摘されていました。教育や福祉

現場からはこうした子どもの報告が上がっていたのに、日本の歴代政権は社会問題と

してとらえず放置してきたのです。 

2012 年の厚労省の国民生活基礎調査で、子どもの貧困率が 16.3 パーセントと 1985

年の調査開始以来、過去最悪を更新しました。これは、母子家庭などのひとり親家庭

や、非正規雇用が増えていることが要因です。政府は昨年６月、この調査結果を受け

て「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を制定し、今年１月「子どもの貧国対策

推進法」を施行。８月にはこれに基づく「子どもの貧困対策大綱」を決定し、４つの

分野で対策をすすめるとしています。 

「貧困対策大綱」に基づき、学校と福祉をつなぐスクールソーシャルワーカーの増

員や、採用枠の拡充、従事者の社会保険加入などの待遇改善を図るべきと思いますが、

県教育委員会の考えをうかがいます。 

また、県の奨学金についても、全ての希望者に給付型奨学金制度を創設すべきと思

いますが、県教育委員会にお尋ねします。 

また、公立小中学校の児童生徒に対する就学援助について、生活扶助基準額の引き

下げと連動させずに認定すべきと思いますが、県教育委員会の考えをうかがいます。 

クラブ活動費などが支給対象品目となっていることについて、県内全ての市町村に

徹底すべきですが、これについてもお答え下さい。 

また、被災児童生徒等就学援助支援事業の継続を国に求めるべきと思いますが、考

えをお示し下さい。 

子どもの虐待も増えています。今月はじめ、郡山でほぼ寝たりきりだった１歳４カ

月の長男を床に落とすなどの虐待事件がありました。児童虐待は 48 時間以内に子ども

の安全確認をすることになっていますが、初期の対応など、現場に足を運ぶに必要な

マンパワーが足りない現状にあります。児童福祉司をはじめ正規職員の増員を図るべ

きと思いますが、県の考えをうかがいます。 

次は、雇用問題です。安倍首相は、「女性の活躍」を声高に叫んでいますが、安上が

りの労働と男性を含めたさらなる労働法制の規制緩和をねらっています。 

若者を使い捨てにするブラック企業やブラックバイトも横行していますが、悪質な

労働環境が疑われる企業、いわゆるブラック企業への対応について、県の取り組みを

うかがいます。 

また、福島県の最低賃金は現在 689 円ですが、これを全国一律 1000 円以上に引き上

げるよう国に求めるべきです。県の考えをうかがいます。 
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女性が多く働く医療・福祉分野では、雇用の劣化が急速に進んでいます。医療・介

護従事者について、処遇改善を図り正規雇用を増やすべきです。県の考えをうかがい

ます。 

次に、教育行政についてうかがいます。 

まず、全国学力テストについてです。今般、静岡県知事が、教育委員会の承諾なし

に成績の上がった校長名を公表したことが問題になりましたが、安倍政権の「教育改

革」を先取りしたものです。 

子どもたちに、学ぶ喜びと真の学力を身に着けさせることに逆行し、過度な競争と

学校の序列化につながる全国学力・学習状況調査の結果については、公表すべきでな

いと思いますが、県教育委員会の考えをうかがいます。 

教員の多忙化については、今年６月に発表されたＯＥＣＤ国際教員指導環境調査で

も明らかです。ＯＥＣＤの調査結果を受け、教員の多忙化について、県教育委員長の

見解を求めます。 

また、本県は今も多くの子どもたちが避難している状態にあり、教員の精神疾患や

病休も増加しています。県は教員を増員するため、国に教員定数の改善を求めるべき

と思いますが、教育長の答弁を求めます。 

 ところで、今年６月に成立した医療・介護総合法は、今月基本方針（素案）で示さ

れたように、県ごとに入院病床の削減を進める「地域医療ビジョン」の策定が来年４

月から始まります。医療機関から県に報告するしくみですが、全国共通データベース

に入力させ、都道府県はそれに基づき「地域医療構想」を策定します。また、介護サ

ービスについても「地域包括ケアシステム」で支出抑制を図り、要支援１・２を介護

サービスからはずし、特養は要介護３以上に、年収 280 万円以上の介護利用料の負担

を２倍にするとしています。 

本県は、原発の被害を受けた被災県です。これ以上削減されれば、県民の命が脅か

されることになります。県は原発事故避難者の避難先における医療体制の充実にどう

取り組むのか、県の考えをうかがいます。 

また、避難している高齢者への介護施設の整備については、どのように取り組むの

かうかがいます。 

医療・介護総合法が具体化されようとしている中で、県は県民の医療・介護の充実

にどのように取り組んでいく考えなのかお尋ねします。 

さて、県内産業・生業支援、再生可能エネルギーについてです。 

この秋も値上げラッシュになって県民の暮らしを直撃しています。しかし、安倍政

権は、消費税を来年 10月に 10％へ増税をねらっています。しかし、８月 13 日に発表

されたＧＤＰ（国内総生産）統計では、実質でマイナス 7.1 パーセント（年率換算）

と大幅下落しました。 

被災住民や県内中小企業の復興に影響を与える消費税率10％への増税中止を国に求

めるべきですが、県の考えをうかがいます。 
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ところで、原発依存をやめ、県内でも土湯温泉のバイナリー発電や会津発電、他の

地域でも地域主導型の再生可能エネルギーの取り組みが始まっています。 

県は、地域主導による再生可能エネルギーの導入をどのように推進していく考えな

のかうかがいます。 

放射能で汚染された農林水産業の再生も課題です。森林整備をするうえでも、農産

物や水産物においても丸ごと検査できる機器の開発が求められています。 

放射能被害から本県の農林水産業を再生させるため、非破壊型検査機器の開発が必

要と思いますが、県の考えをお尋ねします。 

ところで、今年の米価は県内でも１俵 7,000 円～１万円と、40 年前の水準(８千円)

まで暴落する異常事態になっています。安倍政権は、日本人の主食である米の需給調

整には責任を持たないとしていることは、とんでもないことです。当面、米価下落の

対策として、政府が過剰分を買入れ市場から隔離し、価格の回復を図る必要がありま

す。 

国に、今年の備蓄米の買い上げ量を増やすよう求めるべきと思いますが、県の考え

を求めます。 

また、集中豪雨、突風被害などの異常気象による農業災害にどのように対応してい

くのかお尋ねします。 

最後は、災害対策についてです。 

広島の土砂災害をふまえ、県内の土砂災害警戒区域等の指定状況と指定のための予

算確保について、県の考えをうかがいます。 

また、住民への災害情報の伝達について、県はどう取り組む考えなのかうかがいま

す。 

最後に、災害時の要配慮者の避難支援について、県はどのように取り組んでいくの

かお尋ねし、以上で、私の代表質問を終わります。 

答弁 

一、今後の県政運営について 

佐藤雄平知事 

神山議員のご質問にお答えいたします。 

今後の県政についてであります。世界にも類を見ない複合災害から３年半、私は県

民を守ることを最優先に、持てる力の全てを傾注し、県政を運営してまいりました。 

国には被災地の実情を何度も訴え、復興予算の確保、福島復興再生特措法の制定、

子どもを守る緊急プロジェクトなどの実施につなげてきたほか、県内原発の全基廃炉

の方針を決定し、再生可能エネルギーの推進など未来に向けた取組も進めてまいりま

した。さらに、度重なる汚染水のトラブルなどには、国は、前面に出て、責任を持っ

て対応するよう繰り返し求めてまいりました。 

私は、復興に向けた歩みが着実に進む中、避難者の生活再建や帰還に向けた取組が、

一層重要になってくる一方で、震災の風化が懸念されるなど、これからが真の正念場
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だと思っております。そのため、県民の総意である県内原発の全基廃炉や事故の完全

収束を始め、避難者へのきめ細かい対応、除染、賠償、健康など様々な課題への対応

について、本県が復興を果たし、被災者の生活再建がなされるまで、国の責任ある対

応を引き続き求めていくことが重要と考えております。 

次の県政にも、未曽有の被害を被った福島県民の思い、これをしっかりと受け止め、

その声を届け、県民の皆さんと一体となって復興再生を成し遂げてほしいと期待して

いるところであります。 

二、原発事故対策・避難者支援について 

総務部長 

県及び市町村への応援職員につきましては、これまでも、総務省や全国知事会等を

通じて職員派遣を要請してきており、去る６月の政府予算要望においても、復興・再

生に向けた更なる人員確保の支援を求めたところであります。今後とも、復興・再生

事業の着実な推進のため、業務に精通した応援職員が必要であることから、あらゆる

機会を通じ、財源措置も含めた継続的な人的支援を国に対して求めてまいる考えであ

ります。 

次に、技術職員につきましては、正規職員の増員や任期付職員の採用に加え、他県

等からの応援職員や国の独立行政法人等からの職員の受入れなどにより、必要な人員

を確保し、体制強化を図ってきたところであり、今後とも、復興・再生事業の進捗状

況等を踏まえながら、適正な人員配置に努めてまいる考えであります。 

企画調整部長 

エネルギー基本計画につきましては、東京電力福島第一原発事故の反省や教訓を出

発点とし、原発依存度を可能な限り低減させていくことを盛り込むなど、国の責任に

おいて策定されたものと考えております。県といたしましては、2040 年頃までに、県

内で使う全エネルギー相当分以上を再生可能エネルギーにより生み出すという意欲的

な目標を掲げ、「先駆けの地」を目指し、全力で取り組んでまいる考えであります。 

次に、東京電力福島第二原発の廃炉につきましては、これまで国及び東京電力に対

し、繰り返し求めてきたところであります。今後とも、本県が掲げる「原子力に依存

しない安全・安心で持続的に発展可能な社会づくり」を目指し、あらゆる機会を捉え

て、粘り強く求めてまいる考えであります。 

生活環境部長 

原子炉建屋カバーの解体作業につきましては、県の廃炉安全監視協議会等において、

東京電力に対し、飛散防止剤の散布の徹底や強風時の作業停止基準の明確化等の更な

る対策、ダストモニタの追加設置による監視の強化、さらには、作業全体計画や日々

の作業状況等の県民への分かりやすい情報提供を求めたところであります。 

次に、地下構造の把握につきましては、汚染水対策を検討する上で重要であり、廃

炉安全監視協議会等において、引き続き、東京電力に対して、必要な資料の提出を求

め、専門委員の意見を伺うとともに、国に対し、地下構造全体の分析等を踏まえなが



10 

ら、更に汚染水対策の実施や効果の検証に取り組むよう、求めてまいる考えでありま

す。 

次に、労務費の割増分につきましては、県の労働者安全衛生対策部会において、東

京電力が、現在行っている元請業者に対する労務費割増分の支給に関するヒアリング

や全作業員を対象とする就労実態に関するアンケートの実施状況を確認してきており、

引き続き、部会においてこれらの取組結果を確認し、国に対して、事業者への適切な

指導・監督を求めてまいる考えであります。 

次に、原発労働者の労働条件につきましては、これまで、労働者安全衛生対策部会

等において、国に対し、労働条件の明示等による雇用の適正化や作業環境の改善など

に取り組み、労働者が安心して働くことができるよう、事業者への指導を求めてきた

ところであり、県といたしましては、引き続き、労働者が安定的にかつ安心して働け

るよう事業者への適切な指導・監督を国に求めてまいる考えであります。 

次に、広域避難計画につきましては、県外における避難先の確保・運営や、避難に

必要な車両及び運転要員の確保等について、隣接県を始めとした広域的な調整やバス

協会等、関係団体からの幅広い協力が必要であることから、国に対し、これらの課題

について、積極的に調整を行うよう引き続き求めてまいる考えであります。 

次に、除染の確実な推進につきましては、これまでも国に対し、長期目標として追

加被ばく線量年間１ミリシーベルト以下の堅持や追加的除染の仕組みの早期提示、国

直轄除染の確実な実施や帰還困難区域における実施方針の明確化などを求めてきてお

り、国の責任において、除染を確実に実施するよう、引き続き求めてまいる考えであ

ります。 

次に、中間貯蔵施設に係る地権者への支援につきましては、国に対し、今後の地権

者への説明において、補償額のイメージ等を含めた、分かりやすく丁寧な説明を求め

るなど、地権者に真に寄り添った対応がなされるよう、引き続き、強く求めていく考

えであります。 

次に、大熊・双葉両町への交付金につきましては、地権者に対する生活再建のため

の助成を始め、町の地域振興等に必要な様々な課題に迅速かつ柔軟に対応できる制度

とするよう検討しているところであります。 

保健福祉部長 

ふくしま心のケアセンターにつきましては、これまで職員の増員や研修部門の強化

など、支援体制の整備に努めてきたところであります。今後とも、臨床心理士等の専

門職の確保に努めながら、ハイリスク者に対する支援や生活支援相談員との連携を強

化するなど、様々な課題に適切に対応できるよう、心のケア対策の充実に取り組んで

まいる考えであります。 

次に、生活支援相談員につきましては、避難生活の長期化に伴い、避難者への支援

体制の充実を図る必要があることから、相談員を複数年雇用することにより継続的に

支援することが望ましい旨、国に要望し、協議を重ねてまいりました。今後とも、相

談支援活動効果が上がるよう、国に対して柔軟な対応を求めてまいります。 
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土木部長 

復興公営住宅につきましては、震災以降、被災地の建設工事費が大幅に上昇したこ

とから、昨年９月、被災三県における一戸当たりの建設工事費の上限額について、国

から 15 パーセントの引上げが認められたところであり、引き続き、資材や人件費の高

騰に対応するため、更なる増額を要望してまいる考えであります。 

原子力損害対策担当理事 

紛争解決センターによる和解仲介案の尊重につきましては、これまで、原子力損害

対策協議会の活動を通し、和解仲介案を積極的に受け入れ、迅速に賠償を行うよう、

東京電力に繰り返し要求するとともに、国に対しても指導の強化を求めてきたところ

であります。引き続き、被害者の立場に立った賠償が的確になされるよう取り組んで

まいります。 

次に、紛争解決センターに対する集団申立てにつきましては、多くの被害者に共通

する損害について、類型化による指針への反映を国に求めていくとともに、東京電力

に対しては、紛争解決センターが提示した和解仲介案を積極的に受け入れ、同様の損

害を受けている被害者についても、直接請求によって一律に賠償するよう要求してい

るところであります。 

次に、避難指示区域内における精神的損害の賠償につきましては、被害の実態に見

合った賠償が確実かつ迅速になされるよう、国、原子力損害賠償紛争審査会に対して、

指針への適切な反映を求めてまいりました。今後も、個別具体的な事情への柔軟な対

応も含め、賠償が的確になされるよう取り組んでまいる考えであります。 

次に、被害者の生活再建につきましては、原子力損害対策協議会の活動等を通し、

国に対し、個別の事情を踏まえて賠償が継続される「相当期間」を柔軟に判断し、生

活再建に必要な期間を確保するとともに、国の全責任の下、被害者に寄り添った生活

支援策を講じるよう求めているところであり、引き続き、市町村等と一体となって取

り組んでまいります。 

次に、借上住宅の住み替えにつきましては、災害救助法において、本来認められて

おりませんが、避難者の病気やけが、介護など、真にやむを得ない場合については、

避難者の声を丁寧に聞きながら、可能な限り対応しているところであり、引き続き、

柔軟な対応を国に求めてまいる考えであります。 

次に、被災者生活再建支援金につきましては、今年６月に実施した国への提案・要

望活動を始め、７月の北海道東北地方知事会による提言など、これまでも国に対し、

再三にわたり増額を要望してきたところであり、今後とも、被災者の生活再建が十分

に図られるようその拡充を求めてまいる考えであります。 

次に、自主避難者への支援につきましては、借上住宅の提供を始め、市町村ごとの

放射線量や子育て支援策などを随時盛り込んだ「ふくしまの今が分かる新聞」等によ

る情報提供や、母子避難者等を対象とした高速道路の無料措置などの支援に取り組ん

でいるところであります。引き続き、これらに加え、健康、就労、教育などの相談体

制や「ままカフェ」の充実など、帰還後の支援にも努めてまいる考えであります。 
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避難地域復興局長 

避難地域の将来像の策定につきましては、今月、知事から改めて早期の検討を申し

入れ、現在、有識者検討会の設置などにより、国、県、市町村が連携して進めること

とされております。今後は、市町村との連携を密にしながら福島・国際研究産業都市

構想や市町村の復興計画など、地元の意向が十分反映されるよう全庁を挙げて取り組

んでまいります。 

三、医療・福祉・教育の充実について 

保健福祉部長 

医療及び介護従事者の処遇改善につきましては、まず、看護職員については、医療

機関の院内保育所運営や働きやすい院内施設整備に対して、財政支援を行うとともに、

多様な勤務形態の導入を働き掛けるなど、職場の就労環境改善に取り組んでおります。

また、介護職員については、処遇改善加算による賃金改善や、就労支援金の支給、資

格取得の支援などを行っております。今後とも、処遇改善を図りながら、職員の正規

雇用に向けた取組を一層推進していく考えであります。 

次に、避難先の医療体制につきましては、現在、特に、避難者の受入れにより人口

が増加しているいわき市の医療体制について、浜通り地方医療復興計画に基づき、病

院機能の強化や地域中核病院の整備等の支援に加え、医師等医療従事者の確保に取り

組んでおります。今後はさらに、双葉郡町村が共同で設置する２か所の診療所につい

て、関係する市町村や団体等と協議しながら、整備の具体化に向けて検討を進めるな

ど、当該地域の医療体制の充実・強化を図ってまいる考えであります。 

次に、避難している高齢者への介護施設の整備につきましては、原発事故等により

休止している施設のうち、既に、一部はいわき市と郡山市で仮設施設により再開した

ほか、今年度、新たな介護施設が、川内村と三春町で着工の運びとなっております。

今後とも、被災市町村の二ーズに合わせて、市町村と十分に調整を図りながら、整備

を促進してまいる考えであります。 

次に、医療・介護総合確保推進法につきましては、医療から介護までの一連のサー

ビスが切れ目なく効果的に提供できるよう、市町村や関係機関と連携し、地域医療ビ

ジョンなど関連する計画の策定等に取り組むとともに、国に対し、地域における在宅

医療を担う人材の確保対策や医療・介護提供体制の整備等に必要な財源を措置するよ

う求めてまいる考えであります。 

商工労働部長 

悪質な労働環境が疑われる企業への対応につきましては、県庁内に設置した中小企

業労働相談所の専門の相談員が様々な労働相談に応じ、法違反の疑いがある場合には、

監督官庁である労働基準監督署への申告を助言するとともに、国や商工団体等と連携

し労働関係法令等の周知及び啓発を図るなど、きめ細かな対応に努めてまいります。 

次に、最低賃金につきましては、国が法律に基づき労働者の生計費や賃金、さらに

は企業の生産活動などの経済指標等を考慮して決定することとされており、県といた

しましてはこれを尊重すべきものと考えております。 
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子育て支援担当理事 

認可外保育施設の認可保育所への移行支援につきましては、円滑な移行へ向け、個

別の相談に応じるほか、必要な建物の改修費や施設運営費に対して市町村と連携し財

政支援を行っております。今後とも、保育の質の向上や量の拡大が図られるよう取り

組んでまいる考えであります。 

次に、保育士配置に係る施設の認可基準につきましては、児童福祉法により、保育

室等の面積や職員配置などを規定する省令に従って、県や市町村が条例で定めること

とされており、保育施設の種類にかかわらず、適切な保育が提供されるものと考えて

おります。県といたしましては、保育の質の向上が図られるよう、保育士の確保や研

修などに引き続き取り組んでまいります。 

次に、保育所に対する指導につきましては、保育所の設置主体にかかわらず、保育

士の配置や保育室の確保などの認可基準を遵守して運営されているかどうかを確認す

るため、保健福祉事務所において、原則として年一回以上、保育所の監査を実施して

いるところであります。県といたしましては、今後とも、認可基準に沿った適切な保

育が提供されるよう、指導してまいる考えであります。 

次に、放課後児童クラブにつきましては、来年４月から始まる子ども・子育て支援

新制度において、量的な拡大を図るとともに、質の向上を図ることとされております。

これを受け、現在、国において、児童指導員の確保や処遇改善のための財政支援、研

修内容などについての検討が進められており、県といたしましては、その結果を踏ま

え、市町村と連携し、取り組んでまいる考えであります。 

次に、児童相談所の職員につきましては、今年度、児童福祉司を４名増員しており

ます。今後とも、児童虐待相談を始め、複雑困難化する相談の動向などに配慮しなが

ら、職員の適正配置に努めてまいりたいと考えております。 

教育委員会委員長 

ＯＥＣＤ国際教員指導環境調査の結果につきましては、私は、日本の教員が児童生

徒のために、日々、高い水準を目指して自己研さんに励み、教育活動にまい進してい

る姿を見いだし、心強く感じており、より質の高い教育活動を展開する視点に立って、

多忙化の原因となっている業務を見直し、教員一人一人が持てる力を十分に発揮しな

がら、児童生徒としっかりと向き合える環境を整えることにより、本県の未来を担う

人材の育成に取り組んでまいります。 

教育長 

スクールソーシャルワーカーにつきましては、今年度、教育事務所や市町村教育委

員会に増員して配置し、教育相談体制の充実に努めてきたところであり、今後とも、

非常勤特別職として委嘱してまいる考えであります。 

次に、給付型奨学金制度の創設につきましては、限られた財源を有効に活用し、よ

り多くの生徒の修学を支援する上で貸与型が適していることなどから、給付型の創設

については困難であると考えております。 
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次に、就学援助につきましては、本県の市町村においては、認定基準を従来どおり

とすることや、児童生徒の家庭の事情等を総合的に判断することにより、生活扶助基

準額の引下げによる影響がないように取り組んでおります。 

次に、就学援助の支給対象項目につきましては、各市町村の実情に応じて選定され

ているところであり、今後とも、就学援助が適切に実施されるよう、制度の周知に努

めてまいります。 

次に、被災児童生徒等就学支援事業につきましては、平成 27 年度以降も事業を継続

できるよう、国に要望しております。 

四、県内産業・生業支援、再生可能エネルギーについて 

総務部長 

消費税率 10 パーセントへの増税につきましては、国において、法に基づき、経済成

長率や物価動向などの指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行

の停止を含め、所要の措置を講ずることとされているところであり、本県の復興・再

生への歩みを止めることのないよう、震災・原子力災害の影響や地域経済の状況に十

分配慮の上、判断されるものと考えております。 

企画調整部長 

再生可能エネルギーの推進につきましては、地域が主役となった事業化を推し進め、

これを地域活性化につなげていくことが重要であります。このため、地元企業参入促

進に向けた人材養成講座の開設や専門家の派遣、事業可能性調査や実施設計、初期投

資への補助、さらには、避難地域における売電益を財源としたふるさと再生事業を要

件とする補助制度の活用など、地元企業や地域が参加しやすい環境づくりを図りなが

ら、地域主導による再生可能エネルギーの更なる導入を積極的に推進してまいる考え

であります。 

農林水産部長 

非破壊検査機器につきましては、これまで、主食である米や、放射性物質が製造過

程で濃縮されるあんぽ柿等について、民間企業の開発を促し、実用化が図られたとこ

ろです。機器の開発に当たっては、国が定める技術的性能要件を満たす必要があるほ

か、測定物の種類を絞り込み、形質や重量を均一にして計測することや、鮮度を維持

しながら短時間で計測する必要があることなど、課題も多いことから、引き続き、国

や民間企業等と連携を図りながら検討してまいります。 

次に、備蓄米につきましては、国民の主食である米が不足する事態に備え、法律に

基づき、国が、適正水準とされる 100 万トン程度を確保するため、市場価格に影響を

与えないよう作付前の事前契約により、毎年、適正量を買い入れる制度となっており

ます。このため、今年産米の買入れは既に決定しており、収穫後に量を増やすことは

難しいものと考えられますが、国に対して緊急的な需給調整対策を講ずるよう、北海

道東北知事会を通じて要望してまいります。 

次に、異常気象による農業災害への対応につきましては、被害の未然防止のための
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技術情報の提供や、被害発生状況の迅速な把握と的確な技術指導を行うとともに、被

害の状況に応じて、各種補助事業により、施設の復旧や被害の軽減のための農薬・肥

料等購入費用の負担軽減を図っております。今後とも、施設化や多目的防災用ネット

の導入を推進するなど、異常気象に対しても農家の経営安定が図られるよう市町村や

関係団体と連携して支援してまいります。 

五、災害対策について 

生活環境部長 

住民への災害情報の伝達につきましては、気象警報や避難情報等が、迅速かつ確実

に伝わるよう、市町村における防災行政無線等の整備・充実を促進するとともに、緊

急速報メールの配信、テレビのデータ放送による提供などの多様化・多重化を進めて

きております。今後とも、市町村と連携しながら、様々な情報手段の活用により、住

民への情報伝達を迅速・的確に行ってまいります。 

次に、災害時における要配慮者の避難支援につきましては、市町村に対して、災害

時に必要な要配慮者に関する名簿や個別計画の策定が促進されるよう、県内各方部で

の説明会等を通して助言しております。さらに、要配慮者の確実な避難を図るため、

市町村の個別訪問や実動訓練による検証会等を通じ、消防、自主防災組織、福祉事業

者等と協議を重ね、引き続き、市町村において実効性のある避難体制が構築できるよ

う取り組んでまいります。 

土木部長 

県内の土砂災害警戒区域等につきましては、土砂災害危険箇所が８千 689か所あり、

土砂災害警戒区域を２千 309 か所、そのうち、土砂災害特別警戒区域を１千 855 か所

指定しております。指定のための予算につきましては、引き続き、区域を定めるため

の基礎調査に対して、国の負担率のかさ上げを要望するなど、指定の推進に向け、更

なる予算の確保に努めてまいります。 

再質問 

神山悦子県議 

再質問の冒頭に全体に関ることを申し上げたいと思います。知事も次の県政に望む

ことの中でこれまで取り組んできたこともおっしゃいましたし、部長からそれぞれご

答弁いただきましたが、復興に向かうという、原発事故を受けた福島県はまだ復興の

入り口に立ったに過ぎないなと私は思っております。 

ハード面の整備は少しは進んでいるかのように見えますけれども、復興公営住宅に

ついてはまだまだこれからですし、もっと足りないと思いますのは“人間の復興”、県

の総合計画にも書かれていますが一人一人に対する支援、ここがまだまだ足りないと

思うんですね。そういう意味では、それを支援する職員の処遇や増員が色々な面で足

りないと思いますので、原発事故への対応も含めて再質問させていただきたいと思い

ます。 
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 企画調整部長に最初におたずねいたします。国のエネルギー基本計画についてこれ

までと同じような答弁でした。原発の被災を受けた福島県からの答弁とは思えません。

私たちはこの７月に欧州を視察してまいりましたけれども、福島の原発事故を受けて

「もう原発はやめる」という国もあるんですよ。しかしこの今回４月 11日に国が決め

たエネルギー基本計画には福島県の実情は書いてありますけれども、原発をやめると

も書いておりませんし、割合もまだはっきりしませんがとにかく原発再稼働のための

計画見直しを国が行ったんでしょう。なぜそこを言わないのでしょうか。私は残念で

なりませんが、もう一度答弁を求めます。あわせて、当時の第一原発所長だった吉田

さんの調書も出ておりますが、あれを見ただけでもはっきりしているんじゃないでし

ょうか。企画調整部長の答弁をもう一度お願いいたします。 

生活環境部長におたずねいたします。汚染水対策の対応は引き続き求めてほしいと

思いますが、原発労働者の問題ですね。東京電力は何度も危険手当を増額して払うと

言っていますが、２万円になっていたはずなんですけれども、こうやって裁判を起こ

さなきゃいけないほど（労働者の）手元に渡っていないでしょう。やっぱりそこは足

りないと思います。私、県を通じて東京電力に労務単価の割り増しの表を要求してい

るんです。もっと前から言っているのに全然出てこないんです。国会でも（待遇改善

を）やると言いながらこれが実行されていない。これで廃炉汚染対策なんか人が集ま

るんでしょうか、質は担保されるんでしょうか、ちゃんと収束できるんでしょうか。

そういう意味で原発労働者の待遇も含めて非常に大事な問題になっているから、この

裁判でも指摘されているように、やっぱり県が原発労働者の労務単価をちゃんと払え

ということをきちんと言うべきだと思いますが、これについての県の考えをおたずね

いたします。 

それから、原子力損害対策担当理事にお聞きいたします。ＡＤＲの問題ですけれど

も、集団的訴訟に対する支援ということには言及しませんでした。なぜ浪江町が集団

でやらなければならなかったのか、ここは理由があるでしょう。それは浪江町だけで

はありません。私も指摘したように、飯舘村でもやっています。集団になったら対応

しないなんていうのはどう考えてもおかしいじゃないですか。そしてＡＤＲでさえそ

れを指摘しているんですよ。裁判にならなくてもＡＤＲに持ち込んでやる。どういう

形であれ、支援するというのが県の立場じゃないでしょうか。もう一度そこをお聞か

せください。 

それから避難者の支援ということですけれども、指針の見直しが必要だと私も申し

あげましたが、川内もそれから都路地区も解除されたら１年後には 10 万円の精神的賠

償、追加賠償がなくなるんですね。私はこれまでも何度も言ってまいりましたが、１

年以上たったら「切らない」と言いながら、しかしその精神的賠償はなくなるわけで

すよ。だからなんらかの生活支援をと求めたのに、避難者支援担当理事（ママ）にも

お聞きしますけれども、将来の姿を描くと言いながらハード面だけじゃないですか。

人への支援については「そこは私たち関係ない」と言われまして、私は賠償担当（マ

マ）に聞いたんです。両方にお聞きいたします。 
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再答弁 

企画調整部長 

 わが国における原子力政策につきましては東京電力福島第一原発事故の発災から３

年半が経過する今もなお 12 万人を越える県民が避難を余儀なくされている本県の厳

しい現状を踏まえ、国の責任において対応していくべきものであります。県といたし

ましては、引き続き県内原発の全基廃炉を粘り強く国に求めていくとともに、本県の

原子力に依存しない社会の実現及びその情報発信に、全力を傾けてまいる考えであり

ます。 

生活環境部長 

 労務費の割り増し分につきましては、これまで県の労働者安全衛生対策部会におい

て、東京電力に対して労働者の賃金に適切に反映されるよう求めてきたところであり、

現在東京電力において元請け会社に対するヒアリング、それから全作業員を対象とす

るアンケート調査を実施しており、それらの取組みの結果を当該部会で確認し、国に

対して必要な指導等を求めてまいる考えであります。 

原子力損害対策担当理事 

 ＡＤＲに対する集団的申し立てでありますけれども、東京電力におきましては総合

特別事業計画の「三つの誓い」の中で“和解仲介案の尊重”を掲げております。県と

いたしましてはその尊重を強く求めているところでありまして、引き続き原子力災害

の原因者の立場を持って積極的に受け入れるよう申し入れていきたいと考えておりま

す。 

 それから川内・都路の避難指示の解除、あるいは解除された地域の賠償につきまし

ては、賠償だけではなかなか避難解除地域についても生活環境が完全に取り戻された

ということは難しいと考えております。賠償のなかでも被害の実態に見合った賠償と

ともに生活再建策を施策としてしっかりと国に対してやっていく、そういうことを引

き続き求めてまいりたいと考えております。 

再々質問 

神山県議 

 私両方に聞いたんですけど、議長、答弁を促してください。私は生活支援のことで

将来の生活設計についてを含めて避難地域復興局長のところに答弁を求めたつもりだ

ったんですけれども、そこをもう一度お聞かせ下さい。 

 再々質問をさせていただきますけれども教育長におたずねいたします。スクールソ

ーシャルワーカーですけれども、確かに福島県は被災も受けて人数も増やしてきたと

思います。しかし処遇改善がなければ安定した対応はできないと私は思うんですね、

単なる増やすだけでは（駄目で）。それから専門家も育てなければならない。貧困対策

のためにもこれは必要だと国の方からも言っているんですね。そういう意味での答弁
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はないんですけれども、私はそういう意味でお聞きしたんです。もっと増やすとか、

待遇改善とかどうお考えですか。 

 それから保健福祉部長におたずねいたします。児童相談所の体制も、それから医療

福祉関係の職員も、医療介護の職員も処遇改善が必要だと答弁もいただきましたけれ

ど、やっぱり人も増やさなければいけないし、ここ（増員）がまず必要なんですね。

それから労働環境というか、ちゃんと正規で働いて質を担保するということが求めら

れているはずなんですよね。ここが足りないと思うんですよ、それぞれの分野に。私

はそういう意味でいくつかおたずねしたし、また福島県は３年半経ってこれからスト

レスとか、子どもの支援とか避難者の支援というのはまだ長期に続くわけでしょう。

そこを保健福祉部としてどう見て、職員体制や処遇改善を図るつもりなのか、そこを

お示しいただきたいと思います。 

 それからもう一つは農林水産部長ですけれども、米価下落についてです。ご答弁い

ただいたように米価下落は本当に大変なことになっておりますので、知事会通じて要

望するということですけれども、コメをつくる生産費は福島県の場合一俵あたり１万

２千円から１万３千円とお聞きしました。今年示されている概算のＪＡなどが出して

いる米価は中通りで７千円、会津のコシヒカリで１万円ですよ。すでにここで割って

いるわけですね。しかもこの被災を受けて大変なことを農家の皆さんは続けているわ

けです。コメは主食ですから本来なら国がそこを責任を持ってやるべきなんですね。

部長もおっしゃいましたが、米価下落を、本当に東北の生産県としてちゃんと対策を

取って、農家が再生産できるような対策を具体的に示すべきだと私は思うんですけど

も、お聞かせいただきたいと思います。 

 最後に、土木部長に災害対策の対応についてです。今回の広島の土砂災害を受けて、

その指定に関わる最初のところが問われました。国に予算を要望するのは当然だと思

います。でも県自身もその予算がかつての３億円台から２億円台に減っていると、こ

こが私は問題だと思うんですね。土木部はハード事業は沢山あるかもしれません。で

もここは人間の命や県民の命と財産を守るという大事な点ですから、その防止のため

の指定をするために予算をしっかり取って、県もやるべきだと思いますけれども、災

害対応についてのお考えをお聞かせください。 

再々答弁 

保健福祉部長 

 人の確保が大変重要であるということにつきましては、私、神山県議とまったく同

じ認識をいたしております。昨日も本会議で答弁申し上げましたとおり、相談員につ

いての大幅増員、それだけではなくて、もちろん本日もお質しあったとおり専門職の

確保、それからその連携によって全体としての質も高めていくといったことにしっか

りと取り組んでまいりたいと思います。 

農林水産部長 

 米価下落につきましては、一つは国の経営所得安定対策の中で、下落の９割が補填
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されるという制度がございます。それから、その他に今年度、25年産米について国の

方で特別隔離対策ということで米穀機構のほうで一定量、25 万トンを買い上げて加工

用米に回したという経過がございます。そういった制度もありますので今回、東北北

海道知事会も含めてそういった対策を講じるように求めてまいりたいと考えておりま

す。 

土木部長 

土砂災害警戒区域等の予算の確保についてでございますけれども、先ほど申し上げ

ましたように、国に対して引き続き要望してまいりますけれども、さらに、県の予算

編成におきましても指定の推進に向けて予算の確保に努めてまいります。 

教育長 

 スクールソーシャルワーカーの件でありますが、今年度 31 名から 40 名と９名ほど

増加いたしました。人材の養成ということに関しましては、国家資格ですので申し上

げることできませんが、スクールソーシャルワーカーの中でもアドバイザー、スーパ

ーバイザーという方を昨年度の１名から今年は３名に増員いたしましてスクールソー

シャルワーカーの皆さんの指導ということにあたっております。それから待遇という

ことでありますけれども、先ほど非常勤の特別職というかたちで申し上げましたけれ

ども、待遇の中にはいろいろ給与面とか社会保険とかあるわけですけれども、これに

つきましては、今後、国、また他の都道府県の動向を注視してまいりたいと考えてお

ります。 

神山県議 

 議長、50 番、議事進行を求めます。 

議長 

 議事を整理します。復興局長の指名がありましたので…。これをもって… 

神山県議 

 後で私の再質問のあたりを文言整理していただきたいと思いますし、私はちゃんと

求めてますよ、二回目も求めているんですよ、もう一度お答えくださいと。なぜそれ

を言わないんでしょうか。 

議長 

先例により、再質問は…。議長の手元で精査させていただきます。 

以 上 


